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手
話
や
筆
談
な
ど
、
安
心
で
き

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
で

対
応
し
ま
す
。
事
前
の
申
し
込
み

は
不
要
で
す
の
で
、
気
軽
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。11

月
７
日（
火
）

❶

午
前
10
時
30
分

〜
正
午
／
市
内
に
あ
る
国
、
県
、

市
指
定
の
文
化
財
に
つ
い
て
、
各

町
域
の
歴
史
・
文
化
な
ど
を
交
え

て
お
話
し
し
ま
す

❷

午
後
１
時
〜
２

時
30
分

市
役
所
南
方
庁
舎（
２
階

中
会
議
室
）市

内
在
住
の
聴
覚
や
言

語
な
ど
に
障
が
い
が
あ
る
人
、
そ

の
家
族
、
支
援
者
ほ
か
障
が
い
福

祉
に
興
味
の
あ
る
人

▼
宮
城
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン

タ
ー（
み
み
サ
ポ
み
や
ぎ
）
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▼
福
祉
事
務
所
生
活
福
祉
課（
障

害
福
祉
係
）
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が
ん
患
者
や
、そ
の
家
族
な
ど

が
気
楽
に
集
い
、お
茶
や
会
話
を

楽
し
み
な
が
ら
、生
活
の
工
夫
な

ど
を
語
り
合
え
る「
ホ
ッ
と
サ
ロ

ン
と
め
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

時
間
内
の
入
室
、退
室
は
自
由

で
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。▼

11
月
13
日（
月
）▼
12
月

９
日（
土
）▼
１
月
８
日（
月
・
祝
）

▼
２
月
12
日（
月
・
祝
）▼
３
月
12

日（
月
）午
後
１
時
30
分
〜
３
時

迫
に
ぎ
わ
い
セ
ン
タ
ー

１
０
０
円（
お
茶
代
）

ホ
ッ
と
サ
ロ
ン
と

め（
代
表
＝
鈴
木
）／
受
付
時
間
＝

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
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労
働
者
を
１
人
で
も
雇
っ
て
い

る
事
業
主
は
、
労
働
保
険
に
加
入

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
労
働
保

険
の
加
入
手
続
き
を
し
て
い
な
い

事
業
主
は
、
速
や
か
に
労
働
基
準

監
督
署
や
公
共
職
業
安
定
所
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
瀬
峰
労
働
基
準
監
督
署
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11
月
19
日（
日
）午
前
９
時

〜
正
午

消
防
防
災
セ
ン
タ
ー

30
人（
先
着
順
）

11
月
13
日（
月
）

消
防
署
、各
出
張
所

に
あ
る
受
講
申
込
書
を
提
出
い
た

だ
く
か
、電
話
に
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い

消
防
署
救
急
係
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手
話
教
室
の
受
講
生
を
募
集
し

ま
す
。

❶
12
月
５
日（
火
）❷
12
月

８
日（
金
）❸
12
月
12
日（
火
）❹
12

月
15
日（
金
）❺
12
月
19
日（
火
）午

前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

市
役
所
南
方
庁
舎（
２
階

中
会
議
室
）市

内
に
在
住
、勤
務
し
、

障
害
福
祉
や
手
話
に
関
心
が
あ
る

人

市
手
話
通
訳
相
談
員
・
ゲ

ス
ト
講
師（
聴
覚
障
が
い
者
）

聴
覚
障
が
い
者
や
手
話
に

つ
い
て
の
理
解
、
あ
い
さ
つ
、
自

己
紹
介
、
簡
単
な
会
話

20
人
程
度（
定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
）

無
料電

話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ（
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

手
話
教
室
受
講
希
望
と
明
記
の

上
、
送
信
し
て
く
だ
さ
い
）

11
月
27
日（
月
）

福

祉
事
務
所
生
活
福
祉
課（
障
害
福

祉
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
２

０
２
２
０（
５
８
）２
３
７
５

自
衛
官
候
補
生

日
本
国
籍
を
持
つ
18

歳
以
上
27
歳
未
満
の
人

11
月
24
日（
金
）ま
で

12
月
２
日（
土
）

※
詳
し
く
は
、
登
米
地
域
事
務
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

自
衛
隊
宮
城
地
方

協
力
本
部
登
米
地
域
事
務
所
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12
月
３
日（
日
）　

◉

▼
午
前
10
時
30
分（
受

付
時
間
＝
午
前
10
時
〜
）／
講
師

＝
小
野
寺
俊し

ゅ
ん

氏（
一
級
フ
ラ
ワ
ー

装
飾
技
能
士
）

◉▼
正
午
＝
ぽ
か
ぽ
か
ご
縁
・
ラ
ン

チ
タ
イ
ム
▼
午
後
１
時
＝
１
対
１

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
タ
イ
ム
冬

め
ぐ
り
・
交
流
会

ホ
テ
ル
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
佐

沼

25
〜
40
歳
の
独
身
男
女

（
セ
ミ
ナ
ー
参
加
必
須
）

男
女
各
15
人（
申
込
多
数

の
場
合
は
、
市
内
在
住
の
人
を
優

先
し
ま
す
）男

性
＝
４
５
０
０
円
、

女
性
＝
２
５
０
０
円（
食
事
・
材

料
費
含
む
）

11
月
22
日（
水
）午
後

６
時

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
ハ
ピ
ふ
る
ネ
ッ
ト
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11
月
９
〜
15
日
は
、
秋
の
火
災

予
防
運
動
期
間
で
す
。
ス
ト
ー
ブ

な
ど
の
暖
房
器
具
を
使
用
す
る
機

会
が
増
え
、
空
気
が
乾
燥
し
、
火

災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え

ま
す
。
火
災
予
防
に
対
す
る
意
識

を
よ
り
高
め
、
火
災
の
発
生
を
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。

❶
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

❷
放
火
火
災
予
防
対
策
の
推
進

❸
不
特
定
多
数
の
人
が
出
入
り
す

る
建
物
な
ど
の
防
火
安
全
対
策
の

徹
底

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。

❹
多
数
の
観
客
な
ど
が
参
加
す
る

行
事
で
の
火
災
予
防
指
導

◉
　

万
が
一
の
と
き
に
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
が
正
し
く
作
動
す
る
よ

う
に
、
定
期
的
に
手
入
れ
を
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
警
報
器
は
１
個

だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。
台
所
、

寝
室
、
階
段
の
天
井
面
に
取
り
付

け
る
こ
と
で
、
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
カ
月
に
一
度
は
作

動
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。製
品
に

よ
っ
て
は
、ボ
タ
ン
で
簡
単
に
点

検
で
き
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

電
池
切
れ
と
思
っ
た

ら
早
め
に
交
換
を
し
ま
し
ょ
う
。

電
池
が
切
れ
る
と
、
音
や
ラ
ン
プ

で
知
ら
せ
る
製
品
も
あ
り
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
の
製
品
は
、
電
池
の
寿

命
が
10
年
で
す
。

▼
消
防
本
部
予
防
課（
予
防
建
築

係
）
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▼
消
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▼
東
出
張
所
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▼
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出
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出
張
所
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▼
津
山
出
張
所

☎
０
２
２
５（
６
８
）３
１
１
９

☎

▶
▶
▶

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

☎


